
 

｢カードローン S｣ 

 

Ⅰ.カードローン規定の改定 
 

改定前 改定後 

前文 

私(以下、「借主」といいます。)は、本規定の各条項を承諾するとともに、ＳＭＢＣファイナンスサービス株

式会社(以下「保証会社」といいます。)の保証によるカードローン契約(以下、「本契約」といいます。)に基

づいて、当座貸越取引(以下「本取引」といいます。)及び本取引に付随する普通預金取引を行う場合に

は、本規定の各条項を遵守いたします。 

前文 

私(以下、「借主」といいます。)は、本規定の各条項を承諾するとともに、ＳＭＢＣファイナンスサービス株

式会社(以下「保証会社」といいます。)の保証によるカードローン契約(以下、「本契約」といいます。)に基

づいて、当座貸越取引(以下「本取引」といいます。)を行う場合は、各条項を遵守いたします。 

 

第7条(約定返済等) 

１．約定返済方法は、毎月1日から月末日までの間に、前月末日時点の当座貸越元金に応じた「約定返 

済額」を「ローンカード」により、カードローン口座に直接入金します。当行の個人向けインターネット 

バンキング「ｂａｎｋｓｔａｇｅ」による振替入金を利用しても返済もできます。 

2.約定返済金額は以下の通りとします。 

前月末日時点の当座貸越元金 約定返済額 

2,000円未満 当座貸越元金全額 

2,000円以上10万円以下 2,000円 

10万円超20万円以下 4,000円 

20万円超30万円以下 6,000円 

30万円超40万円以下 8,000円 

40万円超50万円以下 10,000円 

50万円超60万円以下 12,000円 

60万円超70万円以下 14,000円 

70万円超80万円以下 16,000円 

80万円超90万円以下 18,000円 

90万円超100万円以下 20,000円 

100万円超200万円以下 30,000円 

200万円超400万円以下 40,000円 

400万円超500万円以下 50,000円 

500万円超600万円以下 60,000円 

600万円超700万円以下 70,000円 

700万円超800万円以下 80,000円 

800万円超900万円以下 90,000円 

900万円超1,000万円以下 100,000円 

 

 

第7条(約定返済等) 

1.約定返済方法は、前月月末（銀行休業日の場合は前営業日）から当月月末（銀行休業日の場合は

前営業日）までの間に、前月末（銀行休業日の場合は前営業日）の前日時点の当座貸越元金に応じた

「約定返済額」を「ローンカード」により、カードローン口座に直接入金します。当行の個人向けインターネ

ットバンキングによる振替入金を利用しても返済もできます。 

 

2.約定返済金額は以下の通りとします。 

前月末（銀行休業日の場合は前営業日）

前日時点の当座貸越元金 

約定返済額 

2,000円未満 当座貸越元金全額 

2,000円以上10万円以下 2,000円 

10万円超20万円以下 4,000円 

20万円超30万円以下 6,000円 

30万円超40万円以下 8,000円 

40万円超50万円以下 10,000円 

50万円超60万円以下 12,000円 

60万円超70万円以下 14,000円 

70万円超80万円以下 16,000円 

80万円超90万円以下 18,000円 

90万円超100万円以下 20,000円 

100万円超200万円以下 30,000円 

200万円超400万円以下 40,000円 

400万円超500万円以下 50,000円 

500万円超600万円以下 60,000円 

600万円超700万円以下 70,000円 

700万円超800万円以下 80,000円 

800万円超900万円以下 90,000円 

900万円超1,000万円以下 100,000円 
 

第8条（随時返済） 

第７条の返済の他に、随時に借入分の任意の金額を返済することができるものとします。ただ

し、返済金額が約定返済額の金額に達するまでは、約定返済に充当されるものとし、約定返済

額を超えて返済された場合に随時返済とみなします。また、銀行の個人向けインターネットバン

キング「ｂａｎｋｓｔａｇｅ」による振替入金を利用した返済もできます。 

 

第8条（随時返済） 

第７条の返済の他に、随時に借入分の任意の金額を返済することができるものとします。また、

銀行の個人向けインターネットバンキングによる振替入金を利用した返済もできます。 

 

第10条（当座貸越元金を上回る金額を返済した場合等） 

借主からの返済時において、当座貸越元金を上回る金額を返済した場合、銀行は当座貸越元金と返済

金額の差額をカ―ドローン口座開設と同時に開設される、同一口座番号の普通預金(以下「本普通預金」

といいます。)に入金するものとします。この場合の取扱は以下の通りとし、記載がない事項については

普通預金規定に準ずるものとします。 

1.      返済時において、当座貸越元金を上回る金額を返済がなされたときの差額の受入口座としてのみ

利用可能であり、以下の場合を含みその他の目的で利用することはできません。 

(1)  給与、年金等の各種受取口座として指定すること。 

(2) 各種公共料金等の自動支払口座に指定すること。 

(3) その他の普通預金に付随するサービスをご利用いただくことはできません。 

2.      本普通預金残高がある場合において、借主が本契約に基づき借入手続きを行った場合、銀行

は本普通預金の払戻請求があったものとして取扱いたします。払戻請求額が本普通預金残高を上回る

場合には、本普通預金の払戻と同時に、払戻請求額と本普通預金残高の差額分については当座貸越を

利用します。 

3.      本普通預金残高がある場合は、本普通預金へ追加で入金することはできないものとします。 

4.      本普通預金残高がない場合は、本契約が解約されると本普通預金は自動的に解約されるもの

とします。ただし、本普通預金残高がある場合は、本契約のみ解約することになり本普通預金は残るこ

とになります。 

5.      本普通預金は無通帳・無利息扱いになります。 

第１0条(当座貸越元金を上回る金額の入金について） 

当座貸越元金を上回ってご返済することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ.携帯電話ショートメッセージサービス通知利用特約の改定 

 

改定前 改定後 

  
第２条(SMSの通知内容) 

1．当月１５日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に徴求する利息金額 

2．当月の約定返済金額(前月末時点の当座貸越元金に応じた当月ご入金していただく金額) 

3．SMS の文字数制限の為、前月末残高の掲載がない等、郵送による通知より簡素化された内容となり

ます。 

4．通知内容の変更については、別途通知します。 

 

第２条(SMSの通知内容) 

１．約定返済金額 

２．SMS の文字数制限の為、前月末残高の掲載がない等、郵送による通知より簡素化された内容となり

ます。 

３．通知内容の変更については、別途通知します。 

第7条（ＳＭＳの停止・中止等） 

2.ＳＭＳの利用を中止した場合（携帯電話の利用を中止した場合も含む）は毎月の利息金額および 

約定返済金額の通知は郵送による書面扱いとなります。 

第7条（ＳＭＳの停止・中止等） 

2.ＳＭＳの利用を中止した場合（携帯電話の利用を中止した場合も含む）は約定返済金額の通知は 

郵送による書面扱いとなります。 

 

 


